
小牧 市では、飼い主のいない猫による地域で の問題 を減らす 

ため 、去勢避妊手術費用の一部を補助してい ます。 

小牧市 飼い主のいない猫の去勢避妊手術費補助金 

 

 

 

 

【 対 象 者】 市 内 に 生 息 す る 飼 い 主 の い な い 猫 を 一 時 的 に 保 護 し 、 動 物 病 院  

に て 去 勢 又 は 避 妊 手 術 を 受 け さ せ る 市 内 在 住 の 方  

 

【 対 象 経 費 】・ 飼 い 主 の い な い 猫 の 去 勢 避 妊 手 術 に 関 す る 費 用  

      ・ 耳 カ ッ ト に 要 し た 費 用  

 

【 補 助 金 額 】 去 勢 11,000 円 、 避 妊 20,000 円 （ 上 限 額 ）  

 

【 申 請 期 限 】 手 術 実 施 日 か ら ３ ０ 日 以 内  

※ こ の 日 ま で に 補 助 金 交 付 申 請 書 兼 請 求 書 の 市 へ の 提 出 が 完 了 し

な か っ た 場 合 、 補 助 金 は 交 付 で き ま せ ん 。  

 

【 申 請 方 法 】  補 助 金 交 付 申 請 書 兼 請 求 書 に 必 要 事 項 を 記 入 の 上 、 動 物 病 院 へ  

猫 の 手 術 を 依 頼 し て く だ さ い 。手 術 実 施 後 、申 請 書 兼 請 求 書 を 市 へ  

提 出 し て く だ さ い 。  

※ 申 請 の 際 は 、 裏 面 を よ く ご 確 認 く だ さ い 。  

※ 予 算 の 範 囲 内 で 先 着 順 の 受 付 と な り ま す 。  

※ 申 請 書 等 に 不 備 が あ っ た 場 合 は 、 補 助 金 が 交 付 で き ま せ ん 。  

 

 
【 問 い 合 わ せ 先 】  

小 牧 市 役 所  環 境 保 全 課 （ 本 庁 舎 ２ 階 ）  

電 話  ０ ５ ６ ８ － ７ ６ － １ １ ３ ６ （ 直 通 ） 

FAX ０ ５ ６ ８ － ７ ２ － ２ ３ ４ ０  

e-mail  kankyou@city.komaki. lg. jp 



補助金交付申請手続き（概要） 

（ １ ） 動 物 病 院 と の 事 前 打 ち 合 わ せ  

● 猫 の 手 術 を 予 約 す る 。  

※ 飼 い 主 の い な い 猫 で あ る こ と 、 猫 の 耳 の 先 端 を V 字 形 に カ ッ ト す る こ と を 動 物  

病 院 へ 伝 え て く だ さ い 。  

 

（ ２ ） 猫 の 保 護 ・ 手 術 の 実 施  

● 猫 を 保 護 し 、 動 物 病 院 へ 連 れ て い く 。  

〇 補 助 金 交 付 申 請 書 兼 請 求 書（ 環 境 対 策 課 窓 口 で 配 布 、市 HP で ダ ウ ン ロ ー ド 可 ）に 必  

要 事 項 を 記 入 の 上 、獣 医 師 へ 渡 し 、病 院 記 入 欄 を ご 記 入 い た だ く よ う 依 頼 し て く だ さ         

い 。  

〇 動 物 病 院 へ 手 術 費 用 を 支 払 い 、領 収 書（ 但 し 書 き が 記 入 さ れ た も の ）と 補 助 金 交 付 申  

請 書 兼 請 求 書 を 受 け 取 っ て く だ さ い 。  

 ※ 領 収 書 の 宛 名 は 、申 請 者 と 同 一 と し て く だ さ い 。申 請 者 以 外 の 方 宛 て に 発 行 さ れ た

領 収 書 で は 申 請 を 受 付 け ら れ ま せ ん 。（ 家 族 で も 不 可 ）  

（ ３ ） 手 術 後 の 猫 の 全 身 ・ 耳 カ ッ ト が わ か る 写 真 を 撮 影  

〇 猫 を 放 す 前 に 、 必 ず 手 術 後 の 猫 の 全 身 及 び 耳 カ ッ ト が 明 確 に 確 認 で き る 写 真 を  

撮 影 し て く だ さ い 。  

 ※ 猫 の 写 真 が な い 場 合 、 申 請 は 受 付 け ら れ ま せ ん 。  

（ ４ ） 補 助 金 交 付 申 請 ・ 請 求  

 ● 手 術 日 か ら ３ ０ 日 以 内 に 、補 助 金 交 付 申 請 書 兼 請 求 書 に 領 収 書（ 原 本 ）と 手 術 後 の 猫

の 全 身 及 び 耳 カ ッ ト が 判 別 で き る 写 真 を 添 付 し 、 市 へ 提 出 。  

 〇 郵 送 で も 受 付 可 能 で す が 、書 類 に 不 備 が あ っ た 場 合 等 、返 送 さ せ て い た だ く こ と が あ

り ま す の で ご 了 承 く だ さ い 。  

（ ５ ） 補 助 金 交 付 決 定 通 知  

● 補 助 金 申 請 書 兼 請 求 書 を 審 査 し 、 市 か ら 申 請 者 へ 、 補 助 金 交 付 決 定 通 知 書 を 郵 送 。  

（ ６ ） 補 助 金 の 交 付  

● 市 か ら 申 請 者 の 振 込 口 座 へ 補 助 金 の 振 り 込 み 。  

〇 決 定 通 知 書 の 発 送 か ら 補 助 金 が 支 払 わ れ る ま で 、 １ か 月 ほ ど か か る 場 合 が あ り ま す 。 

 

 
【 注 意 事 項 】  

〇 書 類 に 不 備 が あ っ た 場 合 、 補 助 金 は 交 付 で き ま せ ん 。  

〇 振 込 口 座 は 、 申 請 者 と 同 一 名 義 の 振 込 口 座 を 記 入 し て く だ さ い 。  

〇 補 助 金 交 付 申 請 書 兼 請 求 書 は 郵 送 で の 受 付 も 可 能 で す が 、 市 が 受 領 し た 日 が 受 付 日 と  

な り ま す 。 手 術 実 施 日 か ら ３ ０ 日 以 内 に 間 に 合 う よ う ご 提 出 く だ さ い 。  


